
栃木県地域福祉支援計画　第３期と第４期の全体構成比較

　　第１回委員会提示 　　第１回委員会後再検討（案）　※下線は前回からの変更等

第１章 計画の趣旨 第１章 計画の趣旨 第１章 計画の趣旨

１ 計画策定の趣旨 １ 計画策定の趣旨 １ 計画策定の趣旨

２ 計画の役割と位置付け ２ 計画の役割と位置付け ２ 計画の位置付け

３ 計画期間 ３ 計画期間 ３ 計画期間

第２章 地域福祉を取り巻く現状と課題 第２章 地域福祉を取り巻く現状と課題 第２章 地域福祉を取り巻く現状と課題

１ 第２期計画の推進状況 １ 第３期計画の推進状況 １ 第３期計画の推進状況

２ 地域社会の状況 ２ 地域社会の状況 ２ 地域社会の状況

３ 地域福祉を取り巻く課題 ３ 地域福祉を取り巻く課題 ３ 地域福祉を取り巻く課題

第３章 計画の目指す方向 第３章 計画の目指す方向 第３章 計画の目指す方向

第４章 地域福祉施策の展開 第４章 地域福祉施策の展開 第４章 地域福祉施策の展開

施策１ お互いに支え合える地域づくり 施策１ 「我が事」・「丸ごと」の地域づくり 施策１ 安心して暮らせる地域づくり

（１） 多様な主体の参加による支え合いのしくみづくり （１） 緩やかにつながる地域づくり （１） 緩やかに見守り、つながる地域づくり

（２） 地域の課題に対応する相談・支援体制の充実 ※施策３（１）に置き換え

（３） 災害に備えた取組の促進 （２） 災害に備えた取組の促進 （２） 災害に備えた取組の促進

（４） ひとにやさしいまちづくりの推進 （３） ひとにやさしいまちづくりの推進 （３） ひとにやさしいまちづくりの推進

施策２ 地域福祉を支えるひとづくり 施策２ 地域で輝く人づくり 施策２ 地域を担うひとづくり

（１） 福祉文化の醸成 （１）「他人事」を「我が事」と捉える気運の醸成 （１） ひとに寄り添い、支え合う気運の醸成

（２） 地域住民等による社会貢献活動の充実 （２） 地域住民等による社会貢献活動の充実 （２） 地域住民等による社会貢献活動の充実

（３） 福祉人材の養成・確保及び質の向上 （３） 福祉人材の養成・確保及び質の向上 （３） 福祉人材の育成・確保

施策３ 地域福祉推進の基盤づくり 施策３ 地域福祉の基盤づくり 施策３ 地域福祉の基盤づくり

（１） 地域福祉の計画的な推進 （１） 様々な課題を包括的に受け止める体制の構築 （１） 包括的な支援体制の構築促進

（２） 社会福祉協議会等中核的団体の取組の充実 （２） 社会福祉法人等によるインフォーマルサービスの取組促進

（３） 社会福祉法人の地域貢献活動の促進 （３） 社会福祉協議会の取組の充実 （２） 社会福祉協議会の取組の充実

（４） 民生委員・児童委員活動の活発化 （４） 民生委員・児童委員の確保と活動環境の整備

（５） 権利擁護の充実 （５） 成年後見制度等の利用促進 （３） 成年後見制度等の利用促進

（６） 福祉サービスの質の向上 （６） 利用者を尊重した福祉サービスの提供 （４） 福祉サービスの質の確保・向上

（７） 福祉の充実に向けた財源の確保 （５） 福祉の充実に向けた財源の確保

第５章 計画の推進に向けて 第５章 計画の推進に向けて 第５章 計画の推進に向けて

１ 計画の推進体制 １ 計画の推進体制 １ 計画の推進体制

（１） 県の推進体制 （１） 県の推進体制 （１） 県の推進体制

（２） 市町村との連携 （２） 市町との連携 （２） 市町との連携

（３） 必要な財源の確保

２ 計画の進行管理 ２ 計画の進行管理 ２ 計画の進行管理

第３期 第４期 第４期

一部置き換

地域のつながりが希薄化している中、”

つながり”の入口として”見守り”が必要

であるという視点から表現を変更

（１）国においても近

年は「他人事・我が

事」よりも「支え合

い」などといった表

現がされており、県

では地域共生社会

の実現に向けた取

組の考え方のひと

つとして「理念の浸

透」を図ることとして

いるため、分かりや

すい言葉に表現を

変更

想定する記載内容と

のバランスを考慮した

ことによる題目変更

資料４

（２）のイメージについては、

例えばボランティア、元気

高齢者の活動など”職種”

ではない者、（３）は介護職

員、民生委員など、”職種

や役割”として位置づけら

れている者を想定。

併せて、次期はつらつプラ

ン２１と整合を図る観点か

ら表現を変更


